
道路整備基本計画の改定について ～道路分野のDX～

出典：奈良県知事定例記者会見（令和5年12月5日） 12
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道路整備基本計画の改定について ～カーボンニュートラル関連の取り組み事例～

道の駅におけるEV充電施設・太陽光発電設備

EV充電施設
（吉野路 黒滝）

太陽光発電設備
（大和路へぐり）

道路・トンネル照明のLED化
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○道路照明

・県が管理する道路照明のLED化の対応は完了(6961灯)

トンネル照明
（国道168号（五條市））

道路照明
（国道169号（桜井市））

○トンネル照明

（照明がないトンネルを除く113トンネルが対象）

⇒【効果】消費電力量およびCO2を約60%削減

駅名 太陽光発電 EV充電

1 吉野路　大塔 ●

2 吉野路　上北山 ●

3 杉の湯　川上 ●

4 吉野路　黒滝 ●

5 ふたかみパーク當麻 ●

6 宇陀路大宇陀

7 十津川郷 ●

8 宇陀路室生

9 針Ｔ・Ｒ・Ｓ ● ●

10 大和路へぐり ● ●

11 吉野路　大淀ｉセンター

12 伊勢本街道　御杖 ●

13 かつらぎ ●

14 レスティ 唐古・鍵 ● ●

15 飛鳥

16 なら歴史芸術文化村 ●

17 クロスウェイなかまち（整備中） ●

対策済数

年度単位 12 8

累計 23 20.4% 35 31.0% 43 38.1%

R3年度まで R4年度 R5年度



道路整備基本計画の改定について ～ICT・AI等を活用した渋滞対策の検討～
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道路整備基本計画の改定について ～奈良県の道路整備の方針～
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道路整備基本計画の改定について ～地籍調査について～

○奈良県の地籍調査実施状況は、令和4年度末時点で約13%（全国52%）で全国ワースト4位

○県内で地籍調査が完了しているのは、39市町村のうち２町のみ（広陵町、大淀町）

○地籍の整理が出来ていないと用地取得が進まず、道路事業推進に多大な影響を受けるため、

あらかじめ市町村による地籍調査が必要

出典：国土交通省
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道路整備基本計画の改定について ～土地収用制度の積極的な活用について～

○道路整備においては、県民の利便性向上や県経済の活動基盤強化等の観点から、早期整備を求められている

が、用地取得に時間を要している事例が多い

○特に本県が重点的に整備を進めている骨格幹線道路において、事業化から５年が経過しても、用地取得率が

８０パーセントに満たない路線が８路線（９工区）

○早期整備を図るためには、土地収用制度の活用基準を定めていくことが必要

■骨格幹線道路ネットワーク 事業展開箇所
(大和平野部)

■事業化後５年経過しても用地取得率が８割に満たない骨格幹線道路

（参考）

・国土交通省では、事業認定の申請時期について、原則、一の事業認定単位における用地取得率

が８０パーセント、又は用地幅杭の打設から３年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、

収用手続きに移行するとしている。

※用地取得率：土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの割合

1 ① 枚方大和郡山線 中町工区 H24

2 ⑥ 国道168号（小平尾BP） ２工区（拡幅） H19

3 ⑧ 国道168号（香芝王寺道路） 西名阪より北 H18

4 ⑨ 天理王寺線 長楽工区 H22

御所区間 H29

高取区間 H29

6 ⑫ 桜井吉野線 百市工区 H17

7 ⑯ 国道308号 宝来ランプ H25

8 ⑰ 大阪生駒線 辻町IC H27

5 ⑩ 国道169号（御所高取BP）

No.
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図2：骨格幹線道路ネットワーク 事業展開箇所（大和平野部）
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※図中の番号表示（①,Ⅰ,A）は、43頁の表１に対応している。

※上記路線は用地取得に時間を要しているものの他、調査・設計に時間を要しているものも含まれている。
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道路整備基本計画の改定について ～用地取得・工事の進捗について～

○国土交通省においては、用地取得率が80%または用地幅杭打設から３年に達した事業について公表

（ただし、事業年度が３カ年以内である小規模な事業を除く）

出典：国土交通省近畿地方整備局 20



道路整備基本計画の改定について ～用地取得・工事の進捗について～
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○公共用地を早期取得し、事業効果の早期発現を図るため、用地取得にかかる制度運用を改善

（１）土地収用制度運用の見える化

（２）円滑に制度を運用するための取組

・用地取得率が80%

・用地幅杭打設完了から３年

土地収用法の事業認

定申請の準備に着手

○公表イメージ案

準備着手後

１年後目処

事業認定の申請

目処が

ついた時点

１）用地、土木職員に対する研修の充実

３）国の用地部署との人事交流

→ 事業認定や収用裁決に係る課題等を実例を用いて研修

→ 奈良県にないノウハウを県に導入

又は

１）工区ごとに用地進捗を公表

２）事業認定手続きの円滑化

平成20年度以前 平成20年度～平成25年度 平成25年度～平成30年度 令和元年度～令和5年度

80％～100％

60％～80％

30％～60％

 0％～30％

※幅杭打設完了時期とは、全ての地権者に現地または図上で用地幅の説明を終えたとき。

骨格幹線道路の
用地取得率

事業着手年度

・ 県道△△線○○工区（幅杭打設完了○年）

・ 県道○○線△△工区（幅杭打設完了○年）

・ 国道○号○○工区（幅杭打設未完了）

用地買収が進むと、

上段のカテゴリー

へと移行

「・」の位置が事業化

した年度を表す

２）事業認定の申請をルール化

→ 事業認定を見据えた設計計画を徹底



道路整備基本計画の改定について ～埋蔵文化財調査について～

文化財 ・文化財発掘調査が、県内の企業誘致、インフラ整備の遅れの要因の一つとの指摘

企 業 ・文化財発掘調査の予見可能性が著しく低く、他地域に比べ投資環境が厳しい

インフラ ・京奈和自動車道、 リニア中央新幹線等の整備促進や大和平野中央などの県有地の有効活用の推進には、文化財発掘調査の効率化が必要

○埋蔵文化財部局と連携し、埋蔵文化財調査の効率化を図る
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出典：奈良県知事定例記者会見（令和6年2月7日）

産業・観光・雇用振興部 産業政策課

課題


